
 
 

 

 

平素は当院の運営にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

令和6年 12月 1日（日）より、下記の通り 1回の面会時間の緩和を

行いますので、お知らせ致します。 

【現在】                   【12/1（日）～】 

 

 

 

 

 

 

 

患者様とお会い頂ける時間を 1 時間（60 分間）に延長します。 

面会時間は 13：30～17：00、人数は 5 名以内で毎日面会

（土・日・祝日含め）して頂けます。これからインフルエンザなどを 

はじめ感染症が流行する季節にもなりますので、引き続き感染対策

（手指消毒及びマスクの着用）の上での面会をお願い致します。

なお、面会中に入浴やおむつ交換、検査などで一時退室をお願い 

することもあるかと思いますが、予めご理解頂きますようお願い 

致します。皆様にご協力頂き、対面での面会が継続できています。 

面会体制にご理解、ご協力を頂き、誠にありがとうございます。 

 

― 医療法人錦秀会 阪和第二住吉病院 ― 

面会制限緩和のご案内 
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